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研究成果の概要（和文）：OECD の高等教育における学習成果の評価（AHELO）に関する試行

的調査をふまえて、学習成果の評価に関する先行事例などについてアメリカを中心に調査した。

標準テストによって学習成果を評価する大学もあったが、間接評価（学生を対象とした社会調

査）や教育活動に埋め込まれた評価（授業の一環として行われる試験）を並行して使用する事

例が注目された。学習成果の評価を日本に導入するさいの課題を整理した。 

 
研究成果の概要（英文）：In relation to OECD/AHELO feasibility study, we analyze the 

advanced cases of the assessment of higher education learning outcomes, mainly in the 

United States. Some universities conduct the standardized tests. In another case, a state 

government plans a new evaluation system, which combines the daily assessment as a part 

of the education process, the indirect assessment by student survey, and the direct outcome 

assessment. We discuss the policy implications for Japan. 
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１．研究開始当初の背景 

 (1) 着想にいたる経緯 
 高等教育における教育の質は、これまで、
教育の環境要因としてのインプット（教員の
資質能力や施設設備等）やプロセス（教育活
動等）に着目して評価されてきた。しかし、
近年は、学習成果の直接的な指標であるアウ
トカム（学生がいかなる知識や技能を習得し

たか）に焦点をあてることで、大衆化にとも
なう高等教育と学生の多様性を許容しつつ、
国際的な通用性の高い質保証を実現するこ
とへの期待が世界的に高まっている。日本も
その例外ではなく、中央教育審議会のいわゆ
る学士力答申（平成20年12月）にその方向性
が示されている。 
折から、経済協力開発機構（OECD）は、
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高等教育における学習成果の評価（AHELO）
プロジェクトの試行的調査を平成20年から
開始した。日本は工学の領域に参加すること
となり、国立教育政策研究所は国内調査の実
施センターに指名された。これらをふまえて、
各国の政策部局ないし個別大学が、AHELO

のような学習成果の直接評価をどのように
位置づけ、いかに取り扱うかについて、比較
検討することを考えた。 
 
 (2) 先行研究の状況 
 高等教育における教育の質が、インプット
やプロセスに着目して評価されてきたこと
はすでに述べたが、質保証に関する研究にも
同様な傾向がみられた。 
 大学が学生の成長にどのような影響を及
ぼすかは、アメリカではカレッジ・インパク
トとして追求されてきた課題である。その代
表的な成果としてIEO（投入・環境・産出）
モデルが知られ、近年では学生のエンゲージ
メント（学びへの関与）が学習成果を高める
要因として注目されている。これらの研究は、
学生調査（在学生を対象とした社会調査）に
依拠した、学習成果の自己評価ないし間接評
価の分析としてなされることが多い。日本で
も、近年には、同様な枠組みのもとで大規模
な学生調査が実施され、結果の分析がすすめ
られている。 
 学習成果の簡便な指標として、諸外国では
卒業率をよく取り上げるが、日本では就職率
に注目することが多い。受験生やその親を読
者とした大学受験案内や大学ランキングに
関する書籍には、就職率のほかに、国家試験
の合格者数や、企業経営者の輩出数を大学別
に記載するものがある。これらも高等教育の
学習成果ではあろうが、就職率は景気などの
影響を受けるものであり、経営者の輩出数に
は卒業後の活動の成果が含まれる。高等教育
から適度な距離感をもった評価の手法とし
て、卒業生調査の普及が期待される。 
より一般的にいえば、社会学（社会階層論）

は学歴や学校歴が社会的地位達成におよぼ
す影響に注目し、教育経済学は学歴等による
収入の格差に注目する。それらの研究によれ
ば、高学歴者ほど高い地位や高収入を得やす
いという結果が得られている。しかし、高卒
者と大卒者の対比や、いくつかの大学群の比
較にとどまることが多く、本研究の立場から
みれば総論として位置づけられる。 
 学習成果の評価は、初等中等教育ではごく
普通のことである。国立教育政策研究所にお
いても、いわゆる全国学力調査を実施してい
るが、教育内容の全国的な共通性がその前提
となっている。これに対して高等教育では、
学習成果の評価に対する基本的な疑義が提
起されることがあるほか、調査の技術的側面
として教育内容が学部学科ごとに異なるこ

とが指摘できる。大学の学部卒業生が専門に
よらずに身につけるべき汎用的な技能とし
て「学士力」が提唱されているが、まだ定着
していない。これらはいずれも、高等教育に
おける学習成果の評価をむずかしくしてい
る要因である。 
 
２．研究の目的 

OECDによるAHELO調査をふまえて、学習
成果の評価にかかわる研究を深化させる。こ
の種の調査に対する批判として、高等教育の
学習成果として何を測定するべきかについ
ての合意形成が困難であること、各国の状況
を捨象した測定になりがちなことなどが指
摘されている。これらの批判にどれほど対応
できるかを検討する。高等教育の質保証や教
育改善において、各国の政策当局ないし個別
大学がAHELOのような調査をどのように活
用するべきかを考察して、日本におけるあり
方を提言する。 
 
３．研究の方法 
 文献調査と、国内外における訪問調査を実
施した。高等教育の学習成果に関する標準テ
ストの結果を、適格認定や資源配分に直接連
動させているのは、ブラジルとアメリカの一
部の州に限られていることから、さしあたり
アメリカに注目し、欧州のいくつかの国を比
較の対象とした。高等教育の質保証に関する
主要国の制度については、すでに知られてい
ることも多い。それゆえ、制度に関する調査
は必要なかぎりの補足にとどめて、実態の把
握につとめた。 
 
４．研究成果 
 (1) 国内外の先行研究を収集して検討を
すすめた。Shavelson(2010)によれば、高等教
育における学習成果の評価はアメリカでは
新しいものではなく、20世紀初頭からの歴史
がある。実際、MAPP、CAAP、CLAといった
標準テストの開発は、いずれも歴史的な経緯
にもとづいているという。この書には1900年
から今日までの歴史が４つの時期に区分し
て記述され、1979年以降は「外部への説明責
任の時代」と名づけられている。すなわち、
高等教育における学習成果の評価そのもの
はアメリカにおいて新しいものではないが、
外部への説明責任にむすびついた評価は新
しい動向である。 
 (2) アメリカの一部の州では、高等教育に
おける学習成果を評価するために標準テス
トが実施され、各大学にはその経験が蓄積さ
れている。高等教育における学習成果の評価
に関係するアメリカの学会等では、個別大学
の事例がしばしば報告される。それらによれ
ば、評価の対象となる学生の数は、少数（た
とえば500名）を抽出する場合がほとんどで、



全数調査がなされることはまれであるよう
にみえる。また、毎年、実施されるとはかぎ
らず、ある大学では、学生調査と学習成果の
評価を１年おきに実施するとしていた。標準
テストが有料であることもその理由のひと
つであろう。 
こうした評価は評価担当部局（教員がその

構成員であることも少なくないが）によって
実施され、教育を担当する教員集団とは区別
されている。学会発表の内容は、テスト事業
者によって提供されたと思われる定型的な
分析が多く、個別大学による詳細な分析はあ
まりなされていないか、なされていても公表
されないもののようである。評価の結果を教
育改善にむすびつけることは教員の役割と
認識されていて、評価担当部局はそのことに
あまり関心がないように見受けられた。 
 (3) 高等教育における学習成果の評価に
ついて、先行事例となるアメリカの大学の訪
問調査を行った。それらの大学では、学習成
果に関する全学的な評価枠組みの整備がな
されていた。とくに小規模な大学においては、
学士課程の全体を通した学生ごとの学習計
画の立案がなされていた。職業人の養成にあ
たる教員養成課程の事例では、進学直後に短
期の教育実習を体験させて学生の適性を判
定するなど、職業の特色をふまえた学生指導
がなされていた。いずれの大学も、学習成果
を評価する基準は学内で作成されていた。 
 次のような評価モデルを検討中の州政府
もあった。すなわち、評価方法として、説明
責任、透明性、比較可能性にすぐれたものと、
教育改善、秘匿性（プライバシー）、大学等
の個別性に資するものを組み合わせ、前者の
性質が強いものから順に、間接評価（学生調
査の結果）、直接評価（入学試験、卒業後の
職業資格試験）、教育活動に埋め込まれた評
価（授業の一環として行われる試験）の３つ
に重みをつけて総合評価とするという。形成
的な評価と総括的な評価を並行して行う評
価モデルは、注目するべきものといえよう。 
 (4) 高等教育における学習成果の評価、と
りわけ標準テストによる評価に対しては反
対論もある。欧州では、教育課程の目標と教
育活動（教育環境、教育内容、教員の資質能
力など）の整合性をはかることによって質保
証をすすめる方向が打ち出され、世界的に注
目されている。イギリスでは、学習成果の評
価は学問の自由の一環として大学にもっぱ
らゆだねられ、政府は在学生調査の結果を含
む大学情報の収集と提供によって、いわゆる
大学市場を円滑に機能させる役割に徹して
いる。そのほか、学習成果の評価には賛成す
るが、現行の標準テストには問題があるとす
る立場（Banta 2007）がある。説明責任にむ
すびついたテストはハイステイクス（結果の
影響が大きいこと）であり、テスト対策にか

たむくことで教育をゆがめる可能性が憂慮
されている（北野 2011）。さらに、標準テス
トは、教育内容が確立した伝統的分野におい
て作成しやすく、学問体系が構築途上にある
新分野により大きな負担をかける。このこと
が、学問の進歩・発展を抑制することも考え
られる。 
 (5) AHELOの試行的調査について、参加理
由を各国の担当者にたずねたところ、自国の
高等教育の国際的な卓越性（ないし世界水準
との同等性）を世界に示したいという強い意
欲をもつ国がいくつかみられた。大学生を対
象とした全国的な卒業試験を実施している
国では、その結果とAHELO調査の結果を比較
して、自国の高等教育の水準を確認するとし
ていた。AHELOを契機として、大学生を対象
とした全国的な学力調査の実施を計画して
いる国もあった。これらとは対照的に、学習
成果の評価に対する大学や学生の関心が低
く、結果としてAHELO調査の回収率が高まら
ない国もあった。 
 (6) 日本において高等教育における学習
成果の評価が注目されるにいたる経緯につ
いても調査も行った。これについては、科学
技術分野を中心にいくつかの論考をまとめ
る機会があり、本研究の成果の一部として早
期に刊行することができた。そのなかで指摘
したことであるが、学習成果の評価というと、
何らかの世界的な水準が想定され、それへの
到達という枠組みが前提とされがちである。
しかし、グローバル化のもとでは、より高い
水準の学習成果が先進国には求められるよ
うに思われる。 
一般に、先進諸国にくらべて新興国や途上

国の給与水準は低いことから、グローバル化
は先進国から仕事の海外移転をすすめる要
因となる。理系出身者の典型的な職業のひと
つは技術者であるが、国際的な競争のなかで、
ありふれた技術者（コモディテイ・エンジニ
ア）は、技術的な力量が充分であっても、新
興国の技術者との競争にまきこまれるおそ
れがある。仕事の海外移転を回避して、先進
国において職を確保する方策のひとつは、人
材育成の高度化によって、給与の高さを上回
る卓越性や生産性を達成することである。も
うひとつは、情報技術に載せられず、海外移
転されにくいサービス業への展開をはかる
ことである。すなわち、専門性を確保したう
えでサービス業としての性格を技術者がそ
なえることを意味し、対人サービス、対社会
サービス、問題解決などの力量をそなえた技
術者の育成がそれにあたる。理系におけるデ
ザイン教育の充実や、理系の学生を対象とし
た文系の教育は、この方向に資するものと考
えられる。 
 (7) 日本への示唆として、質保証の方式に
ついては、教育課程の目標と教育活動の整合



性の確保、評価の枠組みの整備、学習成果の
直接測定などの適切な組み合わせを考える
ことが望ましいように思われる。 
一方、学習成果の直接測定を定期的に実施

すれば、問題作成を含めて大きな負担が実施
主体におよぶと考えられる。一般的技能と専
門分野のいずれを対象とするにせよ、テスト
によって学習成果を評価するのであれば、そ
の妥当性が説明責任の前提とされる。とすれ
ば、ひとつのテスト問題（群）を反復使用し
て内容の微調整をすすめて、テストの内容を
洗練させることもひとつの方向である。教育
改善と連動させて経年変化をみるには、同一
問題であることが必要条件となるのではな
かろうか。 
 このようななかで、ハイステイクスなテス
トを導入するのであれば、アメリカのように
専門のテスト機関を大学の外部に設置する
か、あるいは、日本の大学入試センター試験
や医師国家試験のように、全国的な協力体制
を構築することが求められよう。もっとも、
テストの専門家が日本にはきわめて少ない
という現状をふまえれば、テストを専門とす
る人材の養成が先行するべき課題であると
もいえる。 
いずれにせよ、学習成果の評価がさまざま

な負担をともなうことは、AHELOの試行的調
査を国内で実施した経験からも明らかであ
る。その効果と負担の均衡についても、先行
事例を参照して検討する必要があろう。 
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